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市
で
は
、
今
後
さ
ま
ざ
ま
な

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の
基

盤
と
な
る
行
政
専
用
回
線
（
Ｌ
Ｇ

Ｗ
Ａ
Ｎ
〈
エ
ル
ジ
ー
ワ
ン
〉）
が
接

続
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
公
的
個

人
認
証
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
電
子
証

明
書
の
発
行
申
請
の
受
け
付
け
を

始
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
公
的
個
人
認
証
サ
ー
ビ
ス

は
、
ご
自
宅
の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
い
、
各
行
政

機
関
へ
の
申
請
・
届
け
出
（
電
子

申
請
）
を
い
つ
で
も
安
心
・
確
実

に
行
う
た
め
の
も
の
で
す
。

　

電
子
申
請
を
確
実
に
行
う
に
は
、

他
人
に
よ
る
「
な
り
す
ま
し
」
や
、

通
信
途
中
で
の
「
改
ざ
ん
」
を
防

ぐ
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
の
防
止

策
と
し
て
、
パ
ソ
コ
ン
か
ら
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
申
請
す
る

際
に
都
知
事
が
発
行
す
る
「
電
子

証
明
書
」
を
添
付
す
る
こ
と
で
、

こ
の
よ
う
な
事
例
を
防
ぐ
こ
と
が

可
能
と
な
り
ま
す
。

　

電
子
証
明
書
は
、
申
請
に
基
づ

い
て
、
お
持
ち
の
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
（
住
基
カ
ー
ド
）
に
必
要

な
デ
ー
タ
（
電
子
証
明
書
）
を
記

録
す
る
こ
と
で
取
得
し
ま
す
（
電

子
証
明
書
の
発
行
は
有
料
で
す
）。

　

※
電
子
申
請
を
行
う
場
合
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た

パ
ソ
コ
ン
の
ほ
か
に
、
利
用
者
ク

ラ
イ
ア
ン
ト
ソ
フ
ト
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ

Ｍ
（
市
民
課
窓
口
で
無
料
配
布
）

と
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
ラ
イ
タ

（
利
用
者
が
購
入
）
が
必
要
で
す
。

電
子
証
明
書
発
行
手
続
き

は
ど
こ
で
す
る
の
？

　
【
受
付
場
所
】
市
民
課
（
市
役
所

　

市
報　

日
号
３
面
「
お
気
軽
に

１５

無
料
相
談
」
欄
に
掲
載
し
て
い
る

日
の
午
前
８
時
半
か
ら
先

着
順
に
電
話
予
約
を
受
け

付
け

　

☆
年
金
・
労
災
・
失
業

保
険
・
人
事
管
理
等
相
談

　

３
月　

日
の
午
前　

時

２４

１０

か
ら
、
市
役
所
２
階
相
談

室
。
担
当
＝
社
会
保
険
労

務
士
。
３
月　

日
の
午
前

１８

８
時
半
か
ら
先
着
順
に
電

話
予
約
を
受
け
付
け　

　
【
子
ど
も
】

　

☆
教
育
相
談
室

　

▽
中
央
相
談
室
（
教
育

セ
ン
タ
ー
〈
成
美
教
育
文

化
会
館
〉
内
）
�　

・
３

７３

６
６
７
＝
毎
週
火
曜
日
〜

土
曜
日
の
午
前　

時
〜
午

１０

後
５
時
。
電
話
相
談
も
可

　

▽
滝
山
相
談
室
（
西
中

隣
）
�　

・
８
９
０
９
＝

７５

　
【
専　

門
】　

　

※
予
約
は
広
報
課
�

　

・
７
７
７
７
（
代
）
へ
。

７０
　

☆
法
律
相
談　

４
月
７

日
・　

日
の
午
前　

時
か

１４

１０

ら
、
市
役
所
２
階
相
談
室
。

担
当
＝
弁
護
士
。
い
ず
れ

も
３
月　

日
の
午
前
８
時

２５

半
か
ら
、
先
着
順
に
電
話

予
約
を
受
け
付
け
。

　

☆
登
記
相
談　

４
月
７

日
の
午
後
１
時
か
ら
、
市

役
所
２
階
相
談
室
。
土
地

等
の
所
有
権
移
転
な
ど
。

担
当
＝
司
法
書
士
。
４
月

２
日
の
午
前
８
時
半
か
ら

先
着
順
に
電
話
予
約
を
受

け
付
け
。

　

☆
表
示
登
記
相
談　

４

月
７
日
の
午
後
１
時
か
ら
、

市
役
所
２
階
相
談
室
。
建

物
の
新
・
増
・
改
築
の
登

記
な
ど
。
担
当
＝
土
地
家

屋
調
査
士
。
４
月
２
日
の

午
前
８
時
半
か
ら
先
着
順

に
電
話
予
約
を
受
け
付
け
。

　

☆
税
務
相
談　

４
月　
１４

日
の
午
後
１
時
か
ら
、
市

役
所
２
階
相
談
室
。
担
当

＝
税
理
士
。
４
月
９
日
の

午
前
８
時
半
か
ら
先
着
順

に
電
話
予
約
を
受
け
付
け
。

　

☆
人
権
身
の
上
相
談　

４
月　

日
の
午
後
１
時
か

２１

ら
、
市
役
所
２
階
相
談
室
。

担
当
＝
人
権
擁
護
委
員
。

４
月　

日
の
午
前
８
時
半

１３

か
ら
先
着
順
に
電
話
予
約

を
受
け
付
け
。

　

☆
不
動
産
相
談　

４
月

　

日
の
午
後
１
時
か
ら
、

２１市
役
所
２
階
相
談
室
。
担

当
＝
宅
地
建
物
取
引
主
任

者
。
４
月　

日
の
午
前
８

１６

時
半
か
ら
先
着
順
に
電
話

予
約
を
受
け
付
け
。

　

☆
交
通
事
故
相
談　

３

月　

日
の
午
後
１
時
か
ら
、

２４
市
役
所
２
階
相
談
室
。
担

当
＝
弁
護
士
、
都
交
通
事

故
相
談
員
。
３
月　

日
の

１８

午
前
８
時
半
か
ら
先
着
順

に
電
話
予
約
を
受
け
付
け
。

　

☆
行
政
手
続
相
談　

４

月　

日
の
午
前　

時
か
ら
、

１４

１０

市
役
所
２
階
相
談
室
。
相

続
、
税
務
、
会
社
・
法
人

の
設
立
手
続
き
な
ど
。
担

当
＝
行
政
書
士
。
４
月
１

毎
週
月
曜
日
〜
金
曜
日
の

午
前　

時
〜
午
後
５
時
。

１０

電
話
相
談
も
可
。

　
【
仕　

事
】

　

☆
職
業
相
談　

平
日
の

午
前
９
時
〜
午
後
５
時
、

市
役
所
６
階
東
久
留
米

ワ
ー
ク
コ
ー
ナ
ー
。
都
内

全
域
と
所
沢
・
朝
霞
近
辺

の
求
人
が
パ
ソ
コ
ン
で
検

索
可
能
。
担
当
＝
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
三
鷹
職
員
。
直
接

会
場
へ
。

　
【
消
費
者
】

　

☆
消
費
者
相
談　

平
日

の
午
前
９
時
半
〜
午
後
４

時
半
、
市
民
生
活
館
１
階
。

訪
問
販
売
に
よ
る
被
害
な

ど
。
担
当
＝
消
費
生
活
相

談
員
。
電
話
相
談
�　

・
７３

４
５
０
５
も
可
。

　
【
悩
み
ご
と
】

　

☆
電
話
な
ん
で
も
相
談

（
東
久
留
米
市
社
会
福
祉

協
議
会
）　

３
月
ま
で
は

水
曜
日
を
除
く
平
日
、
４

月
か
ら
は
月
曜
・
水
曜
・

金
曜
日
、
い
ず
れ
も
午
前

　

時
〜
午
後
４
時
、
�　

・

１０

７４

４
２
９
４
。

　

東
京
都
で
も
、
交
通
事

故
相
談
�　

・
５
３
２
０
・

０３

７
７
３
３
や
ヤ
ミ
金
被
害

者
相
談
�　

・
５
３
２
０
・

０３

４
７
２
７
を
行
っ
て
い
ま

す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合

わ
せ
を
。

１
階
）

　
【
受
付
時
間
】午
前
９
時
〜　

時
１１

半
お
よ
び
午
後
１
時
〜
４
時
半

（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

　
【
対
象
】住
民
登
録
を
し
て
い
る

市
民
の
方

　
【
費
用
】発
行
手
数
料
と
し
て　

５
０
０
円
（　

年
３
月　

日
ま
で

１６

３１

は
無
料
）

　
【
申
請
に
必
要
な
も
の
】①
本
人

確
認
の
た
め
の
公
的
な
身
分
証
明

書
（
運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
・

写
真
付
き
の
住
基
カ
ー
ド
な
ど
。

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
）
②
ご
本
人
の
住
基
カ
ー
ド

　

※
本
人
確
認
が
で
き
な
い
場
合

は
、
照
会
書
を
自
宅
へ
送
付
し
ま

す
。
後
日
、
そ
の
照
会
書
を
ご
持

参
の
上
、
申
請
手
続
き
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

ど
ん
な
電
子
申
請
サ
ー 

ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
の
？

　

現
在
、
東
海
４
県
の
名
古
屋
国

税
局
管
内
で
は
、
所
得
税
申
告
と

個
人
事
業
者
の
消
費
税
申
告
を
２

月
２
日
か
ら
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

今
後
、
業
務
を
拡
大
す
る
と
と
も

に
、
６
月
ご
ろ
か
ら
全
国
展
開
を

　各ホームページアドレス
◆総務省＝http://www.e-gov.go.jp/
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「
電
話
な
ん
で
も
相
談
室
」の
開
設

曜
日
が
、
４
月
１
日
か
ら
、
月
曜
・

水
曜
・
金
曜
日
に
変
わ
り
ま
す（
祝

日
を
除
く
）。開
設
時
間
は
午
前　
１０

時
〜
午
後
４
時
で
、
今
ま
で
と
変

更
あ
り
ま
せ
ん
。

　
【「
な
ん
で
も
相
談
室
」
専
用
電

話
番
号
】　

・
４
２
９
４

７４

　

詳
し
く
は
社
会
福
祉
協
議
会
相

談
支
援
係
�　

・
０
２
９
４
へ
。

７３

社 会 福 祉
協 議 会

「電話なんでも相談室」の

開設曜日が変わります

�

�

�

�

���������

���������

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

行
う
予
定

で
す
。
社

会
保
険
関

係

の

申

請
・
届
け

出
も
時
期

は
未
定
で

す
が
可
能

に
な
る
予

定
で
す
。

　

今
後
、

各
省
庁
で

利
用
で
き

る
申
請
・

届
け
出
は

増
え
て
い

く
予
定
で

す
。
都
で

も
、　

年
秋
に
パ
ス
ポ
ー
ト
の
申

１７

請
手
続
き
を
実
施
す
る
予
定
と

な
っ
て
い
ま
す
。
詳
細
は
右
記
の

各
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

　

申
請
に
関
し
て
と
詳
し
く
は
市

民
課
住
民
記
録
係
�　

・
７
７
２

７０

２
へ
。

　
【
用
語
解
説
】
Ｌ
Ｇ
Ｗ
Ａ
Ｎ
（
エ

ル
ジ
ー
ワ
ン
）
と
は
、
地
方
公
共

団
体
を
相
互
に
接
続
し
、
高
度
情

報
流
通
を
可
能
に
す
る
行
政
専
用

の
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
こ
と

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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●電子申請の内容が、間違いなく本人のものであることを
　証明します。
●他人による「なりすまし」やデータの改ざ
　んを防止します。
●ＩＣカードと、パスワードの活用により安
　全性を確保します

　公的個人認証サービスの特徴

納税にご協力ください

　３月２５日（木）は、国民健康

保険税第９期の納期限です。最

寄りの金融機関でお納めくださ

い。

　詳しくは納税課�７０・７７３０へ。

� ����������������� ����������������

公的個人認証サービスが、安心、確実な
電子申請を実現します

男
女
共
同
参
画
情
報
誌

「
と
き
め
き
」
編
集
委
員

　

公
募
の
市
民
委
員
６
名
が
企

画
・
執
筆
し
、
年
２
回
発
行
し
て

い
る
情
報
誌
「
と
き
め
き
」
を
ご

存
知
で
し
ょ
う
か
。
家
庭
、
地
域
、

職
場
で
男
ら
し
さ
・
女
ら
し
さ
に

し
ば
ら
れ
ず
に
、
能
力
を
活
か
し

た
生
き
方
を
実
現
す
る
に
は
ど
う

し
た
ら
よ
い
か
な
ど
に
つ
い
て
、

共
に
考
え
る
き
っ
か
け
づ
く
り
を

し
て
い
ま
す
。

　

男
女
共
同
参
画
宣
言
都
市
に
ふ

さ
わ
し
い「
わ
が
ま
ち
づ
く
り
」に
、

情
報
誌
の
編
集
を
通
し
て
参
加
し

て
み
ま
せ
ん
か
。
男
性
の
参
加
も

大
歓
迎
で
す
。

　

月
１
、
２
回
程
度
、
会
議
や
取

材
に
参
加
し
て
い
た
だ
く
ほ
か
、

地
域
情
報
の
提
供
を
お
願
い
し
て

い
ま
す
。
編
集
委
員
に
は
若
干
の

謝
礼
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

　
【
募
集
定
員
】
若
干
名

　
【
応
募
資
格
】市
内
在
住
の
成
人

　
【
任
期
】
２
年
間

　
【
応
募
方
法
】４
月　

日（
木
）ま

１５

で
に
（
必
着
）、
応
募
の
動
機
を
８

０
０
字
程
度
に
ま
と
め
、
住
所
・

氏
名
・
生
年
月
日
・
電
話
番
号
を

明
記
し
て
、
〒
２
０
３
―
８
５
５

５
、
市
役
所
生
活
文
化
課
あ
て
郵

送
ま
た
は
直
接
同
課
（
市
役
所
２

階
）
へ
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　

※
応
募
多
数
の
場
合
は
選
考
と

な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
課
男
女
共
同
参
画

係
�　

・
７
７
３
８
へ
。

７０
母
子
保
健
連
絡
協
議
会
委
員

　

東
久
留
米
市
母
子
保
健
連
絡
協

議
会
は
、
市
の
母
子
保
健
に
関
す

る
施
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た

め
に
、
年
２
回
開
催
し
ま
す
。
委

員
構
成
は
、
保
健
・
福
祉
・
医
療
・

教
育
機
関
の
方
と
公
募
に
よ
る
市

民
２
名
の
計　

名
で
す
。
こ
の
協

１５

議
会
の
委
員
（
公
募
に
よ
る
市
民

の
方
）
を
次
の
通
り
募
集
し
ま
す
。

　
【
資
格
】
市
内
在
住
で
、
乳
幼
児

（
０
歳
〜
６
歳
）
の
保
護
者

　
【
募
集
人
数
】
２
名

　
【
任
期
】
２
年
（　

年
３
月　

日

１８

３１

ま
で
）

　
【
申
し
込
み
方
法
】
３
月　

日
３１

（
水
）
ま
で
に
（
消
印
有
効
）、「
子

ど
も
の
健
康
づ
く
り
に
お
け
る
市

の
役
割
り
、
市
民
の
役
割
り
」
に

つ
い
て
８
０
０
字
以
内
に
ま
と
め
、

住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
電
話
番
号
、

職
業
を
明
記
し
て
、
〒
２
０
３
―

０
０
５
２
、
幸
町
４
ノ
６
ノ　

、
１５

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
健
康
課
あ

て
に
郵
送
を
。

　

※
書
類
選
考
の
う
え
、
決
定
し

ま
す
。
応
募
書
類
は
お
返
し
い
た

し
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
保
健
サ
ー
ビ
ス

係
�　

・
０
０
２
２
へ
。

７７
臨
時
職
員
（
清
掃
作
業 

補
助
お
よ
び
事
務
補
助
）

　

ご
み
対
策
課
で
は
、
４
月
か
ら

ご
み
収
集
等
の
清
掃
作
業
補
助
に

携
わ
る
臨
時
職
員
お
よ
び
事
務
補

助
（
粗
大
ご
み
等
の
電
話
受
け
付

け
）
に
携
わ
る
臨
時
職
員
を
募
集

し
ま
す
。

　
【
勤
務
時
間
】①
清
掃
作
業
補
助

＝
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
、
午
前

８
時
半
〜
午
後
５
時　

分
②
事
務

１５

補
助
＝
月
曜
〜
金
曜
日
の
中
で
４

日
程
度

　
【
募
集
対
象
・
人
員
】
①
が　

歳
４０

ま
で
②
が　

歳
ま
で
。
い
ず
れ
も

５０

健
康
の
方
、
若
干
名

　
【
賃
金
】①
が
１
時
間
当
た
り
１

３
５
０
円（
作
業
着
一
式
は
貸
与
）

②
が
１
時
間
当
た
り
９
３
０
円

　
【
応
募
方
法
】３
月　

日（
金
）ま

１９

で
に
履
歴
書
を
ご
み
対
策
課
（
八

幡
町
２
ノ　

ノ　

）
に
本
人
が
直

１０

１０

接
持
参
し
て
く
だ
さ
い

　

詳
し
く
は
同
課
�　

・
２
１
１

７３

７
へ
。

 第１回市議会  
 定例会を開会中 
３月５日～２６日　

 １６年度第１回市議会定例

会が３月５日（金）～２６

日（金）の２２日間の日程

で開会中です。

　今回の議会には、東久

留米市環境基本条例・平

成１６年度東久留米市一般

会計予算などが上程され

ています。

　詳しくは議会事務局議

事係�７０・７７８９へ。


